
 資料№６ 

新型コロナウイルス感染症による影響に対する畜産、林業の

支援について 

 

１．畜産に関する支援 

（１）経過等 

国・県の補正予算で、肉用子牛の支援が打ち出されているが、国の支援は、

全国の肉用子牛の平均額が基準額を下回っていないことから支援が行われて

いない。県の支援については、要件等の面から、小規模な農家の取り組みが、

難しいことが予想される。 

一方で、雲南市における肉用子牛の平均価格は、既に国の基準額を下回って

おり、肉用子牛を生産する繁殖和牛農家の生産意欲の減退が懸念されることか

ら、環境改善に取り組み、生産意欲を維持するための支援を行っていく必要が

ある。 

加えて、肉用子牛を購入する市内の肥育農家や酪農農家、養鶏農家のすべて

の畜種に対して、畜産環境の改善を進め、家畜伝染病等のリスクを軽減するな

どの改善を進め、経営を継続して地域の生産体制を維持していくために支援を

行っていく。 

 

（２）畜産農家経営継続支援事業補助金 

和牛肉の需要の低下による子牛市場価格の急落、和牛肉の枝肉価格の急落、

先行き不透明な乳価、鶏卵価格、ブロイラー価格等に対して、畜産環境の改善

を進め、家畜伝染病等のリスクを軽減する畜産農家の取り組みに対して支援す

る。 

 

補助対象者 

ア 雲南市内に住所を有する個人  イ 雲南市内に事業所を置く法人 

 

①繁殖和牛農家に対する支援 

助成金の額 

繁殖和牛農家１戸当たり３万円 繁殖雌牛１頭当たり２万円 

※補助上限額４０万円 

農家数及び支援額 

繁殖和牛農家８５戸  飼養頭数５３５頭（増頭分を含む） 

予算額   １０，５３０，０００円 
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②肥育農家に対する支援 

助成金の額 

事業対象牛の１頭当たり５千円 ※補助上限額４０万円 

主な要件等 

島根県内で出生した黒毛和牛種の肉用牛であること。 

基準日において、満９か月齢を超え満３６か月齢未満であること。 

基準日に対象者が肥育の用に供していることなど。 

農家数及び支援額 

肥育農家３戸（ＪＡしまね雲南地区本部を除く） 

予算額   １，２００，０００円 

 

③酪農農家に対する支援 

補助金の額 

酪農農家１戸当たり３万円  乳牛 1頭当たり２万円 

※補助上限額４０万円 

農家数及び支援額 

酪農農家９戸           予算額   ３，６００，０００円 

 

④養鶏農家に対する支援 

補助金の額 

養鶏農家 1戸当たり  法人１０万円  個人 ５万円 

＊個人事業主で従業員の厚生年金・健康保険に加入している場合は１０万円 

農家数及び支援額 

養鶏農家６戸（鶏卵農家５戸、肉養鶏農家１戸） 

        予算額   ６００，０００円 

 

２．林業に関する支援 

森林バイオマスエネルギー供給対策緊急支援事業 

今後のコロナウイルス感染拡大に備え、市民参加による原木の調達、チップ

の供給体制を構築するための仕組みや市内へのチップ供給量の減少に備えた

販路の開拓・施設整備、原木をストックするための掛かり増し経費等に対して

支援する。 

 

支援額  １，０００千円 


